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(54)【発明の名称】 医療支援システム及び生体信号検出装置

(57)【要約】
【課題】  生体信号検出装置に双方向通信機能を付与し
て、患者と医療機関との間の医療情報の授受を円滑に行
い、生体信号検出装置を保持する患者に対して適切な指
示を与えることができる生体信号検出装置及び医療支援
システムを提供する。
【解決手段】  生体に装着し、検出されたデータを送信
データとして無線送信する小電力無線通信端末を含む生
体信号検出装置１と、生体信号検出装置１から無線送信
された送信データを受信する移動体電話端末２と、移動
体電話端末２と通信を行い、受信した生体信号の解析を
し、生体に対する指示データを出力する医療支援センタ
ー３とを有することを特徴とする医療支援システム。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体に装着し、検出されたデータを送信
データとして無線送信する小電力無線通信端末を含む生
体信号検出装置と、
前記生体信号検出装置から無線送信された前記送信デー
タを受信する移動体電話端末と、
前記移動体電話端末と通信を行い、受信した生体信号の
解析をし、前記生体に対する指示データを出力する医療
支援センターと、
を有することを特徴とする医療支援システム。
【請求項２】  請求項１に記載の医療支援システムにお
いて、
前記生体信号検出装置は、入力データとして生体の愁訴
及び／又は症状を入力可能な入力手段を有し、前記小電
力無線通信端末は、前記入力データを無線送信すること
を特徴とする医療支援システム。
【請求項３】  請求項１または２に記載の医療支援シス
テムにおいて、
前記医療支援センターと医療機関との間を通信回線で接
続して、所定の医療データを送受信することを特徴とす
る医療支援システム。
【請求項４】  請求項１～３のいずれかに記載の医療支
援システムにおいて、
前記移動体電話端末は、前記医療支援センターから出力
された指示データを受信することを特徴とする医療支援
システム。
【請求項５】  請求項１～４のいずれかに記載の医療支
援システムにおいて、
前記移動体電話端末は、前記指示データの内容を表示す
る表示手段と、前記指示データの内容を音声出力する音
声出力手段とのうち少なくとも一つを有することを特徴
とする医療支援システム。
【請求項６】  請求項１～５のいずれかに記載の医療支
援システムにおいて、
前記小電力無線通信端末は、前記移動体電話端末を介し
て、前記医療支援センターから出力された指示データを
受信することを特徴とする医療支援システム。
【請求項７】  請求項１～６のいずれかに記載の医療支
援システムにおいて、  前記生体信号検出装置は、前記
指示データの内容を表示する表示手段と、前記指示デー
タの内容を音声出力する音声出力手段とのうち少なくと
も一つを有することを特徴とする医療支援システム。
【請求項８】  請求項１～７のいずれかに記載の医療支
援システムにおいて、
前記生体信号検出装置と前記移動体電話端末とに共通に
用いられる着脱可能な記憶手段を有し、
前記記憶手段は、前記生体信号データ，前記入力デー
タ，前記指示データのうち少なくとも一つを記憶してお
くことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の生
体信号検出装置。 *
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*【請求項９】  請求項１～８のいずれかに記載の医療支
援システムにおいて、
前記生体信号検出装置は、生体信号の検出値に応答し
て、救急車または介護車の呼出し要請をする手段を有
し、前記移動体電話端末は、前記救急車または介護車の
呼出し要請を受信した際には、当該移動体電話端末の位
置情報を付加して、前記医療支援センター及び／又は救
急部署に送信する手段を有することを特徴とする医療支
援システム。
【請求項１０】  請求項１～９のいずれかに記載の医療
支援システムにおいて、
前記生体信号検出装置は、胸当て式心電計を有すること
を特徴とする医療支援システム。
【請求項１１】  生体信号を検出する手段と、
検出した生体信号データを無線送信する小電力無線通信
端末と、を有することを特徴とする生体信号検出装置。
【請求項１２】  請求項１１に記載の生体信号検出装置
であって、
前記生体信号検出装置は、生体の愁訴又は症状を入力デ
ータとして入力可能な入力手段を有することを特徴とす
る生体信号検出装置。
【請求項１３】  請求項１１または１２に記載の生体信
号検出装置であって、
前記小電力無線通信端末は、移動体電話端末を介して、
医療支援センターからの指示データを受信することを特
徴とする生体信号検出装置。
【請求項１４】  請求項１３に記載の生体信号検出装置
であって、
前記生体信号検出装置は、前記指示データの内容を表示
する表示手段と、前記指示データの内容を音声出力する
音声出力手段とのうち少なくとも一つを有することを特
徴とする生体信号検出装置。
【請求項１５】  請求項１１～１４のいずれかに記載の
生体信号検出装置であって、
移動体電話端末に着脱可能な記憶手段を有し、該記憶手
段は、前記生体信号データ，前記入力データ，前記指示
データのうち少なくとも一つを記憶することを特徴とす
る生体信号検出装置。
【請求項１６】  請求項１１～１５のいずれかに記載の
生体信号検出装置であって、
前記生体信号を検出する手段は、胸当て式心電計を有す
ることを特徴とする生体信号検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、胸当て式心電計等
の生体信号検出装置及びその装置を適用した医療支援シ
ステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】携帯用の生体信号検出装置としては、従
来から、実公平６－２６５３号公報に記載の如き携帯型
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心電計が知られている。図３は、実公平６－２６５３号
公報に記載の携帯型心電計の正面図である。図３に示す
携帯型心電計２０は、筐体内に入力回路、記憶装置、出
力回路、制御回路等よりなる信号処理手段及び電源等が
内蔵され、筐体２１の外部に複数の電極を設けたもの
で、一方の電極２２を導電性ゴムで形成して、筐体２１
の表面に配置し、他方の電極２３を筐体の両側面に配置
したものである。
【０００３】上記携帯型心電計は、心臓発作の起こる恐
れのある患者が、常時持ち歩きが可能にして、当該患者
の心電図を常時計測して、記憶装置にそのデータを記憶
しておき、必要に応じて読み取り装置によって、心電図
データを読み出すことができるものである。また、従
来、このような携帯型心電計で測定した心電図データ
を、音響カプラを介して電話回線によって医療機関支援
センターへ送信し、該受信した心電図データをＦＡＸ等
により、登録医療機関に転送するサービスが行われてい
た。しかし、上記携帯型心電計は、無線通信の機能を有
していないため、患者が屋外等の移動中において、常に
患者の心電図データを医療機関等で把握することができ
ないという問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、生体
信号検出装置に無線通信の機能を付与して、患者と医療
機関との間の医療情報の授受を円滑に行い、生体信号検
出装置を保持する患者に対して適切な指示を与えること
ができる生体信号検出装置及び医療支援システムを提供
することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する
ために、本発明に係る医療支援システムは、請求項１に
記載したように、生体に装着し、検出されたデータを送
信データとして無線送信する小電力無線通信端末を含む
生体信号検出装置と、前記生体信号検出装置から無線送
信された前記送信データを受信する移動体電話端末と、
前記移動体電話端末と通信を行い、受信した生体信号の
解析をし、前記生体に対する指示データを出力する医療
支援センターと、を有することを特徴とする。このよう
に医療支援システムを構成することによって、生体信号
検出装置を装着する患者の生体信号を常に医療支援セン
ターで把握できる。
【０００６】本発明に係る医療支援システムは、請求項
２に記載したように、前記生体信号検出装置が、入力デ
ータとして生体の愁訴及び／又は症状を入力可能な入力
手段を有し、前記小電力無線通信端末が、前記入力デー
タを無線送信することを特徴とする。このような入力手
段を有することにより、患者の生体信号のみでなく、患
者からの愁訴又は症状を医療支援センターに伝えること
ができるので、より状況に合致した判断及び患者に対す
る指示が可能になる。
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【０００７】本発明に係る医療支援システムは、請求項
３に記載したように、前記医療支援センターと医療機関
との間を通信回線で接続して、所定の医療データを送受
信することを特徴とする。これにより、患者固有の医療
データを、患者の日常の生体信号を当該患者の掛かりつ
けの医療機関に適宜送信して、当該患者の治療に寄与す
ることができる。また、掛かりつけの医療機関からの、
当該患者に対する注意事項等も、適宜患者に伝えること
ができる。
【０００８】本発明に係る医療支援システムは、請求項
４に記載したように、前記移動体電話端末が、前記医療
支援センターから出力された指示データを受信すること
を特徴とする。このように、指示データを受信すること
により、患者に対して適切な指示を与えることができ
る。
【０００９】本発明に係る医療支援システムは、請求項
５に記載したように、前記移動体電話端末が、前記指示
データの内容を表示する表示手段と、前記指示データの
内容を音声出力する音声出力手段とのうち少なくとも一
つを有することを特徴とする。このように、移動体電話
端末の表示手段に対して、医療支援センターや医療機関
からの指示データの内容を文字や画像を表示できる。ま
たは、移動体電話端末の音声出力手段から音声で聞くこ
とができる。
【００１０】本発明に係る医療支援システムは、請求項
６に記載したように、前記小電力無線通信端末は、前記
移動体電話端末を介して、前記医療支援センターから出
力された指示データを受信することを特徴とする。この
ように、指示データを受信することにより、患者に対し
て適切な指示を与えることができる。
【００１１】本発明に係る医療支援システムは、請求項
７に記載したように、前記生体信号検出装置は、前記指
示データの内容を表示する表示手段と、前記指示データ
の内容を音声出力する音声出力手段とのうち少なくとも
一つを有することを特徴とする。このように、生体信号
検出装置の表示手段に対して、医療支援センターや医療
機関からの指示データの内容を文字や画像を表示でき
る。または、生体信号検出装置の音声出力手段から音声
で聞くことができる。
【００１２】本発明に係る医療支援システムは、請求項
８に記載したように、前記生体信号検出装置と前記移動
体電話端末とに共通に用いられる着脱可能な記憶手段を
有し、前記記憶手段は、前記生体信号データ，前記入力
データ，前記指示データのうち少なくとも一つを記憶し
ておくことを特徴とする。これによって、検出された生
体信号データや入力データを蓄積しておき、任意のタイ
ミングで送信することができる。また、受信した医療支
援センターからの患者に対する指示も、記憶されている
ので、繰り返し出力することが可能である。
【００１３】本発明に係る医療支援システムは、請求項
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９に記載したように、前記生体信号検出装置は、生体信
号の検出値に応答して、救急車または介護車の呼出し要
請をする手段を有し、前記移動体電話端末は、前記救急
車または介護車の呼出し要請を受信した際には、当該移
動体電話端末の位置情報を付加して、前記医療支援セン
ター及び／又は救急部署に送信する手段を有することを
特徴とする。これによって、生体信号検出手段を装着す
る患者に異常が発生して、患者自身では、救急車や介護
車の手配ができないような状況になったとしても、患者
からの生体信号の検出値に応じて、必要な場合には、自
動的に救急車の手配が、移動体電話端末を介して行われ
る。このとき、患者の存在する位置情報が、自動的に付
加されて送信される。
【００１４】本発明に係る医療支援システムは、請求項
１０に記載したように、前記生体信号検出装置が、胸当
て式心電計を有することを特徴とする。これにより、心
電計を必要とする患者が外出した際にも医療支援センタ
ーからの適切な指示を得られる装置が構成できる。
【００１５】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１１に記載したように、生体信号を検出する手段と、検
出した生体信号データを無線送信する小電力無線通信端
末と、を有することを特徴とする。これにより、生体信
号検出装置を装着する患者の生体信号を無線送信するこ
とができる。
【００１６】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１２に記載したように、前記生体信号検出装置は、生体
の愁訴又は症状を入力データとして入力可能な入力手段
を有することを特徴とする。これにより、患者からの愁
訴又は症状を移動体電話端末の操作を行うことなく、生
体信号検出手段から医療支援センターに簡単に伝えるこ
とができるので、より状況に合致した判断及び患者に対
する指示ができる。
【００１７】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１３に記載したように、前記小電力無線通信端末は、移
動体電話端末を介して、医療支援センターからの指示デ
ータを受信することを特徴とする。これにより、患者に
対する医療支援センターからの指示が適切になされる。
【００１８】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１４に記載したように、前記生体信号検出装置は、前記
指示データの内容を表示する表示手段と、前記指示デー
タの内容を音声出力する音声出力手段とのうち少なくと
も一つを有することを特徴とする。このように、生体信
号検出装置の表示手段に対して、医療支援センターや医
療機関からの指示データの内容を文字や画像を表示でき
る。または、生体信号検出装置の音声出力手段から音声
で聞くことができる。
【００１９】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１５に記載したように、移動体電話端末に着脱可能な記
憶手段を有し、該記憶手段は、前記生体信号データ，前
記入力データ，前記指示データのうち少なくとも一つを
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記憶することを特徴とする。これによって、検出された
生体信号データや入力データを蓄積しておき、任意のタ
イミングで送信することができる。また、受信した医療
支援センターからの患者に対する指示も、記憶されてい
るので、繰り返し出力することが可能である。
【００２０】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１６に記載したように、前記生体信号を検出する手段
は、胸当て式心電計を有することを特徴とする。これに
より、心電計を必要とする患者が外出した際にも医療支
援センターからの適切な指示を得られる。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、図面を使用して本発明の医
療支援システム及び生体信号検出装置の一実施形態を挙
げて説明する。図１は、本発明の実施形態に係る生体信
号検出装置を使用した医療支援システムの概要を示す図
であり、図２は、本発明の実施形態に係る生体信号検出
装置（胸当て式心電計）の概略平面図である。
【００２２】本発明の実施形態に係る生体信号検出装置
は、患者が保持し、適宜装着し、生体信号を検出するも
のであり、例えば、図２に示すような胸当て式心電計な
どである。この図２に示す胸当て式心電計は、前述の実
公平６－２６５３号公報に記載の携帯型心電計のよう
に、心臓発作の起こる恐れのある患者が、常時持ち歩く
ことができ、患者の心電図を常時計測できるものであ
る。
【００２３】胸当て式心電計１（生体信号検出装置の一
例）は、図２に示すように、筐体１１の表面に表示手段
１４が設けられている。また、筐体１１の長手方向に沿
った端部に電極１２が設けられ、筐体１１の長手方向の
両端部に電極１３ａ，１３ｂが設けられている。表示手
段１４の長手方向に沿った辺に接する領域に入力手段１
５が設けられている。この入力手段１５は、データや設
定の入力を行うものであり、患者の愁訴又は症状なども
入力データとして入力可能である。
【００２４】筐体１１内には、図示しないが、入力回
路、記憶装置、出力回路、制御回路等よりなる信号処理
手段及び電源などが内蔵されており、前述の電極１２、
電極１３を加えて、生体信号を検出する手段を構成して
いる。さらに、筐体１１内には、図示しないが、後述の
患者が保持する携帯電話又はＰＨＳ等の移動体電話端末
２との間で、無線の双方向通信（送受信）を行うことが
可能な、小電力無線通信端末が内蔵されている。
【００２５】この胸当て式心電計１による生体信号の検
出は、被験者（患者）が電極１３ａ，１３ｂを把持し、
電極１２を胸部に押し当てることによって行う。このと
き、胸当て式心電計１は、各電極間に発生する電位差を
検出し、前述の信号処理手段によって信号処理すること
により、生体信号を検出する。
【００２６】次に、本発明の一実施形態に係る生体信号
検出装置を使用した医療支援システムについて説明す
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7
る。生体信号検出装置１は、例えば、前述した胸当て式
心電計などであり、生体信号を検出する手段と、検出し
た生体信号データを無線送信する小電力無線通信端末と
を有するものである。さらに、小電力無線通信端末は、
移動体電話端末２を介して、医療支援センター３からの
指示データを受信するように構成され、双方向の無線通
信の機能を有している
【００２７】移動体電話端末２は、生体信号検出装置１
との間で、双方向の無線通信を行うための小電力無線通
信端末を有すると共に、公衆回線等のネットワークを介
して医療支援センター３のコンピュータシステムとの間
でも、双方向の通信を行うように構成されている。
【００２８】また、前記医療支援センター３は、公衆回
線を通じて、生体信号検出装置を保持する患者の掛かり
つけ医等の医療機関４に接続されて、患者の検出データ
を当該医療機関に送信したり、医療機関からの患者に対
する指示等を受信するようになっている。
【００２９】前述の生体信号検出装置１に設けられた小
電力無線通信端末は、双方向の無線通信機能を有し、変
調方式、周波数帯域に応じて小電力出力の小電力無線通
信のシステムを使用して、患者が保持する移動体電話装
置端末（携帯電話、ＰＨＳ等）との間でデータの送受信
を行い、且つ、移動体電話装置端末からネットワークを
介して医療支援センターに接続される構成を有すること
にある。
【００３０】通常の移動体電話端末では６００ｍＷ程度
の電波が出ており、医療機器類に誤動作を生じさせる場
合があるが、生体信号検出装置１と移動体電話端末２と
の間での通信波はその変調方式、周波数帯域に応じて医
療機器類、特に、ペースメーカーに誤動作を生じさせな
い小電力に設定してデータの送受を行うことによって、
心臓に障害がある患者が装着しているペースメーカーに
影響を及ぼさないように配慮する。
【００３１】この場合、小電力無線通信システムは、１
０メートル程度の距離の通信範囲が保証されているの
で、移動体電話端末２を患者が保持するバッグ等に入れ
ておけば、生体信号検出装置１と移動体電話端末２との
間でデータの送受信を確実に行うとともに、移動体電話
端末２からの患者の保持するペースメーカーに対する影
響を等を無くすことが可能になる。
【００３２】また、患者が装着する生体信号検出装置１
には、患者に対して医療支援センター３又は医療機関４
からの指示を伝えるための出力装置として、指示データ
の内容を表示する表示手段と、指示データの内容を音声
出力する音声出力手段とのうち少なくとも一つを備えて
いる。なお、患者がペースメーカーを埋め込んでいない
場合は、移動体電話端末２も手にすることができるか
ら、移動体電話端末２に指示データの内容を表示する表
示手段やあるいは指示データの内容を音声出力する音声
出力手段を設けても良い。
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【００３３】上記の指示データは、例えば、医療支援セ
ンターから患者に伝えるメッセージである。具体的に
は、「何でもないから、大丈夫。」、「・・・の薬を飲
みなさい。」、「そこで、じっとしていなさい。」、
「救急車を呼びなさい。」、「今すぐに、来院しなさ
い。」などのメッセージであり、これらのメッセージを
送信することにより、患者の状況にあった適切な指示が
なされる。
【００３４】表示装置に文字や画像として表示された以
上のようなメッセージ患者が見たり、音声出力装置から
音声によるメッセージを患者が聞くことができる。これ
により、患者は、現在の状態に応じた、医療支援センタ
ー３又は医療機関４からの適切な指示を得ることができ
る。
【００３５】また、前記生体信号検出装置１から移動体
電話端末２に送信されるデータとしては、心電図データ
等の患者の体から直接検出した生体信号データのみなら
ず、患者の愁訴や症状をマイクや入力ボタン等の入力手
段から入力し、この入力データを送信することも可能で
ある。また、患者がの状態に急激な異常が発生したよう
な場合に、患者からの直接の要求を待たずに、生体信号
検出装置１が自動的に救急車や介護車等の手配を行う手
段をも含まれている。
【００３６】また、移動体電話端末２から患者の装着す
る生体信号検出装置１に送信するデータとしては、前述
の現在の患者の状態に応じた、医療支援センター３又は
医療機関４から適切な指示のみでなく、生体信号検出装
置によって検出したデータの送信の要求やデータの検出
のタイミング等に指示に関するものがある。
【００３７】前記移動体電話端末２から医療支援センタ
ー３に送信されるデータとしては、生体信号検出装置１
から送信されたデータに、移動体電話端末２の存在する
位置情報を付加して送信される。移動体電話端末２の存
在する位置情報は、移動体電話端末２の存在する位置の
属する基地局のエリアから判断するか、移動体電話端末
２からの信号を複数の基地局で受信して演算によって求
めることができる。また、移動体電話端末２に設けられ
たＧＰＳ装置などから判断することも可能である。
【００３８】移動体電話端末２が、生体信号検出装置１
から、救急車や介護車等の手配を要請する信号を受信し
た場合、移動体電話端末２から直接救急部署５等に、そ
の患者の位置情報を付加して送信することも可能であ
る。この患者が保持する移動体電話端末の位置情報は、
患者に異常が発生した場合に、救急車や介護車等が患者
のいる現場に早期に到達する際に非常に有効である。
【００３９】前記医療支援センター３から患者が保持す
る移動体電話端末２に送信されるデータとしては、前記
生体信号検出装置１から送信された、心電図データ等の
患者の体から直接検出したデータのみならず、患者の愁
訴や症状に対応した適切な指示を文字情報又は音声情報
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9
で送信することができる。
【００４０】また、救急車の手配がなされた場合には、
救急車が到達するまでに、患者に適切な指示を与えると
共に、救急車が到達した際には、当該患者の状態に即し
た現在及び過去の医療情報を医療支援センター内のデー
タベースから取り出して、送信することによって救急車
内において、早期の適切な処置がなされるための支援を
も行うことができる。
【００４１】また、医療支援センター３と医療機関４と
の間で送受されるデータとしては、医療支援センター３
で蓄積した患者特有の医療データを患者の掛かりつけの
医療機関に、適宜、送信して患者が当該医療機関４に行
った際、治療の支援に役立たせると共に、医療機関４の
医療従事者による患者の日常の注意事項等を医療支援セ
ンターに送信して蓄積しておくことによって、個別の患
者毎の適切な医療支援指示がなされるように役立たせ
る。
【００４２】
【発明の効果】以上、説明したように、本発明に係る医
療支援システムは、請求項１に記載したように、生体に
装着し、検出されたデータを送信データとして無線送信
する小電力無線通信端末を含む生体信号検出装置と、前
記生体信号検出装置から無線送信された前記送信データ
を受信する移動体電話端末と、前記移動体電話端末と通
信を行い、受信した生体信号の解析をし、前記生体に対
する指示データを出力する医療支援センターと、を有す
る。このように医療支援システムを構成することによっ
て、生体信号検出装置を装着する患者の生体信号を常に
医療支援センターで把握できる医療支援システムを提供
できる。
【００４３】本発明に係る医療支援システムは、請求項
２に記載したように、前記生体信号検出装置が、入力デ
ータとして生体の愁訴及び／又は症状を入力可能な入力
手段を有し、前記小電力無線通信端末が、前記入力デー
タを無線送信する。このような入力手段を有することに
より、患者の生体信号のみでなく、患者からの愁訴又は
症状を医療支援センターに伝えることができるので、よ
り状況に合致した判断及び患者に対する指示が可能な医
療支援システムを提供できる。
【００４４】本発明に係る医療支援システムは、請求項
３に記載したように、前記医療支援センターと医療機関
との間を通信回線で接続して、所定の医療データを送受
信する。これにより、患者固有の医療データを、患者の
日常の生体信号を当該患者の掛かりつけの医療機関に適
宜送信して、患者の治療に寄与することができ、また、
掛かりつけの医療機関からの、患者に対する注意事項等
も、適宜患者に伝えることができる医療支援システムを
提供できる。
【００４５】本発明に係る医療支援システムは、請求項
４に記載したように、前記移動体電話端末が、前記医療
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支援センターから出力された指示データを受信する。こ
のように、指示データを受信することにより、患者に対
して適切な指示を与えることができる医療支援システム
を提供できる。
【００４６】本発明に係る医療支援システムは、請求項
５に記載したように、前記移動体電話端末が、前記指示
データの内容を表示する表示手段と、前記指示データの
内容を音声出力する音声出力手段とのうち少なくとも一
つを有する。このように、移動体電話端末の表示手段に
対して、医療支援センターや医療機関からの指示データ
の内容を文字や画像を表示でき、また、移動体電話端末
の音声出力手段から音声で聞くことができる医療支援シ
ステムを提供できる。
【００４７】本発明に係る医療支援システムは、請求項
６に記載したように、前記小電力無線通信端末は、前記
移動体電話端末を介して、前記医療支援センターから出
力された指示データを受信する。このように、指示デー
タを受信することにより、患者に対して適切な指示を与
えることができる医療支援システムを提供できる。
【００４８】本発明に係る医療支援システムは、請求項
７に記載したように、前記生体信号検出装置は、前記指
示データの内容を表示する表示手段と、前記指示データ
の内容を音声出力する音声出力手段とのうち少なくとも
一つを有することを特徴とする。このように、生体信号
検出装置の表示手段に対して、医療支援センターや医療
機関からの指示データの内容を文字や画像を表示でき、
また、生体信号検出装置の音声出力手段から音声で聞く
ことができる医療支援システムを提供できる。
【００４９】本発明に係る医療支援システムは、請求項
８に記載したように、前記生体信号検出装置と前記移動
体電話端末とに共通に用いられる着脱可能な記憶手段を
有し、前記記憶手段は、前記生体信号データ，前記入力
データ，前記指示データのうち少なくとも一つを記憶し
ておく。これによって、検出された生体信号データや入
力データを蓄積しておき、任意のタイミングで送信する
ことができる。また、受信した医療支援センターからの
患者に対する指示も、記憶されているので、繰り返し出
力することが可能な医療支援システムを提供できる。
【００５０】本発明に係る医療支援システムは、請求項
９に記載したように、前記生体信号検出装置は、生体信
号の検出値に応答して、救急車または介護車の呼出し要
請をする手段を有し、前記移動体電話端末は、前記救急
車または介護車の呼出し要請を受信した際には、当該移
動体電話端末の位置情報を付加して、前記医療支援セン
ター及び／又は救急部署に送信する手段を有する。これ
によって、生体信号検出手段を装着する患者に異常が発
生して、患者自身では、救急車や介護車の手配ができな
いような状況になったとしても、患者からの生体信号の
検出値に応じて、必要な場合には、自動的に救急車の手
配が、移動体電話端末を介して行われる。このとき、患
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者の存在する位置情報が、自動的に付加されて送信され
るので、救急車または介護車が現場に到着するのが早く
できる医療支援システムを提供できる。
【００５１】本発明に係る医療支援システムは、請求項
１０に記載したように、前記生体信号検出装置が、胸当
て式心電計を有することによって、心電計を必要とする
患者が外出した際にも医療支援センターからの適切な指
示を得られる医療支援システムを提供できる。
【００５２】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１１に記載したように、生体信号を検出する手段と、検
出した生体信号データを無線送信する小電力無線通信端
末と、を有することにより、生体信号検出装置を装着す
る患者の生体信号を無線送信することができる生体信号
検出装置を提供できる。
【００５３】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１２に記載したように、前記生体信号検出装置は、生体
の愁訴又は症状を入力データとして入力可能な入力手段
を有する。これにより、患者からの愁訴又は症状を移動
体電話端末の操作を行うことなく、生体信号検出手段か
ら医療支援センターに簡単に伝えることができるので、
より状況に合致した判断及び患者に対する指示ができる
生体信号検出装置を提供できる。
【００５４】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１３に記載したように、前記小電力無線通信端末は、移
動体電話端末を介して、医療支援センターからの指示デ
ータを受信することにより、患者に対する医療支援セン
ターからの指示が適切になされる生体信号検出装置を提
供できる。
【００５５】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１４に記載したように、前記生体信号検出装置は、前記
指示データの内容を表示する表示手段と、前記指示デー
タの内容を音声出力する音声出力手段とのうち少なくと
も一つを有する。このように、生体信号検出装置の表示
手段に対して、医療支援センターや医療機関からの指示*
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*データの内容を文字や画像を表示でき、また、生体信号
検出装置の音声出力手段から音声で聞くことができる生
体信号検出装置を提供できる。
【００５６】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１５に記載したように、移動体電話端末に着脱可能な記
憶手段を有し、該記憶手段は、前記生体信号データ，前
記入力データ，前記指示データのうち少なくとも一つを
記憶する。これによって、検出された生体信号データや
入力データを蓄積しておき、任意のタイミングで送信す
ることができる。また、受信した医療支援センターから
の患者に対する指示も、記憶されているので、繰り返し
出力することが可能な生体信号検出装置を提供できる。
【００５７】本発明に係る生体信号検出装置は、請求項
１６に記載したように、前記生体信号を検出する手段
は、胸当て式心電計を有する。これにより、心電計を必
要とする患者が外出した際にも医療支援センターからの
適切な指示を得られる生体信号検出装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る実施形態の医療支援システムの概
要を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る生体信号検出装置（胸
当て式心電計）の概略平面図である。
【図３】実公平６－２６５３号公報に記載の携帯型心電
計の正面図である。
【符号の説明】
１        生体信号検出装置（胸当て式心電計）
２        移動体電話端末
３        医療支援センター
４        医療機関
５        救急部署
１１      筐体
１２、１３ａ、１３ｂ  電極
１４    表示手段
１５    入力手段

【図３】



(8) 特開２００２－２４５１６７
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